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議 会 運 営 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  令和８年３月２５日（水）午前１０時 １分 開会 

              午前１０時４４分 閉会 

 

１．場所 

  第一委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 村 上 英 明 副委員長 光 好 博 幸  委  員 安 藤  薫 

  委  員 大 川 ゆ り 委  員 峰松由紀子   

  議  長 南 野 直 司  副 議 長 松 本 暁 彦 

  議  員 長 田 知 樹  議  員 中 川 嘉 彦 

   

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

副市長 山 本 和 憲  総務部長 石原幸一郎 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 荒 井 陽 子  事務局次長 森 口 雅 志   

事務局次長代理 香 山 叔 彦  事務局副主査 杉 本 晃 司 

 

１．案件 

令和８年度摂津市一般会計予算所管分 

令和７年度摂津市一般会計補正予算（第８号）所管分 

追加議案及び意見書の議事日程、扱いについて 

摂津市議会情報セキュリティ基本方針（案）について 
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（午前１０時１分 開会） 

○村上英明委員長 ただいまから議会運

営委員会を開会します。 

 まず、理事者から挨拶を受けることにし

ます。 

 山本副市長。 

○山本副市長 おはようございます。本日

はお忙しい中、議会運営委員会を御開催い

ただきまして誠にありがとうございます。 

 本日は、本定例会におきまして当初発送

いたしました議案以外に、報告案件といた

しまして、損害賠償の額を定める専決処分

報告の件、及び議案といたしまして工事請

負契約締結の件、合計２件を追加提出させ

ていただくことと存じます。 

 その概要につきましては、この後、総務

部長から御説明をさせていただきます。ど

うかよろしくお取り計らいのほどお願い

を申し上げます。 

○村上英明委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、峰松委員

を指名します。 

 それでは、追加議案について概略説明を

お願いします。 

 総務部長。 

○石原総務部長 それでは、令和８年第１

回市議会定例会追加提出案件の概略説明

をさせていただきます。 

 まず、報告第３号は、損害賠償の額を定

める専決処分報告の件でございます。 

 本件は、公用自動車による車両接触事故

で、地方自治法第１８０条第１項の規定に

より専決処分をいたしたものでございま

す。 

 事故の発生状況につきましては、令和８

年２月８日、日曜日午前６時頃、衆議院議

員総選挙の投票所開設のため、摂津市南別

府町９番、府営南別府住宅敷地内駐車スペ

ースにおいて、駐車しようと後退した際、

当該駐車スペースに駐車していた相手方

車両に接触し、当該車両の一部を破損させ

たものでございます。 

 損害賠償の相手方につきましては、枚方

市在住の者でございます。 

 また、損害賠償の額は１１万９，８２０

円で、全額、公益社団法人全国市有物件災

害共済会から補塡されるものでございま

す。なお、３月１７日に専決処分をいたし

ましたので、本定例会に専決処分の報告を

させていただくものでございます。 

 次に、議案第３４号は、工事請負契約締

結の件でございます。 

 本件は、工事請負契約を締結することに

ついて、議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得または処分に関する条例第２条

の規定により、議会の議決を求めるもので

ございます。 

 契約の内容でございますが、摂津市立別

府小学校外壁等改修工事で、契約方法は事

後審査型制限付一般競争入札、契約金額は

１億６，４８５万４，８００円でございま

す。 

 契約の相手方は、摂津市南別府町３番１

５号、株式会社マイスター代表取締役香山

永宏でございます。 

 以上、令和８年第１回定例会追加提出案

件の概略説明とさせていただきます。 

○村上英明委員長 説明が終わりました。 

 この際、何か質問があればお受けいたし

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 質問がないようです

ので、理事者の皆様は退席いただいて結構

です。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時５分 休憩） 
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（午前１０時６分 再開） 

○村上英明委員長 再開します。 

 それでは、議案第１号所管分及び議案第

９号所管分について審査を行います。 

 本２件につきましては、補足説明を省略

し質疑に入ります。質問のある方いますか。 

 安藤委員。 

○安藤薫委員 １点だけ質問させてもら

います。 

 令和７年度は市会議員選挙もありまし

て、議会だよりや、備品等の調達が通年よ

り多く見積もられていたかと思います。そ

の点で言えば、令和８年度については令和

７年度と比べると、予算は低めに設定され

ていると理解をしています。この間の議会

運営委員会で議論してきました、令和８年

第１回定例会から開始する、配信映像の二

次利用の件でございますが、予算への影響

がありましたら、確認の意味でお聞かせい

ただけたらと思います。 

○村上英明委員長 森口局次長。 

○森口事務局次長 それでは、安藤議員の

質問に御答弁申し上げます。 

 配信映像の二次利用の件でございます

が、今年の第１回定例会から開始されまし

て、新たに予算、費用は発生いたしません。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 ありがとうございます。 

 議会活動をより周知していくっていう

点では前向きな改善が図られたと思いま

す。ただ、予算的には影響がないというこ

とでございました。 

 今後、この議会運営委員会で二次利用も

含めて様々なＩＣＴの利用等も出てきた

際に、また予算要求も考えていく必要があ

ると思いますが、議会運営委員会において

新たな取組をやっていくと、考えられるも

のなのかお聞かせいただけたらと思いま

す。 

○村上英明委員長 森口局次長。 

○森口事務局次長 新たな予算措置を検

討しているかという件でございますが、例

えば来年度の４月から導入予定であるＬ

ｏＧｏチャットについては、当然予算が発

生いたします。費用に関しては、１人当た

り２２０円掛ける１９人掛ける１２か月

ということで、年間を通して約５万円かか

りますが、情報政策課の予算で対応いたし

ます。 

○村上英明委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 ありがとうございます。 

 津市全体で、中期財政計画において経常

経費等の見直しも図られており、何でもか

んでもできるということではないと十分

理解しております。その上で、議会につい

ても市民の皆さんに、議会が何を議論して

いるのかを発信していくことも非常に重

要ですので、議会運営委員会で予算を考慮

しながら、いろいろな議論ができたらと思

います。 

 以上です。 

○村上英明委員長 ほかにございますで

しょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 討論なしと認め、採決

します。 

 議案第１号所管分について可決するこ

とに賛成する方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○村上英明委員長 全員賛成。 

よって、本件は可決すべきものと決定を
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いたしました。 

 議案第９号所管分について可決するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○村上英明委員長 全員賛成。 

よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時１０分 休憩） 

（午前１０時３１分 再開） 

○村上英明委員長 議会運営委員会を再

開します。 

 それでは、意見書等の議事日程扱いにつ

きまして協議を行います。事務局から説明

をお願いします。 

 杉本副主査。 

○杉本事務局副主査 それでは、議会議案

の上程に関わりまして、３月２７日の議事

日程について説明申し上げます。 

 この日は日程１、一般質問の後、日程２、

議案第１号など２７件の付託案件に関す

る委員長報告、採決となります。この２７

件を採決グループにまとめて、備考欄に採

決の方法を記入いたします。 

 議案第１号、議案第４号、議案第７号、

議案第８号、議案第１２号、議案第２１号、

議案第２６号、議案第２７号、議案第２８

号及び議案第２９号が一括起立採決。議案

第２号、議案第３号、議案第５号、議案第

６号、議案第９号、議案第１０号、議案第

１１号、議案第１３号、議案第１４号、議

案第１９号、議案第２０号、議案第２２号、

議案第２３号、議案第２４号、議案第２５

号、議案第３０号及び議案第３１号が一括

簡易採決でございます。 

 次に、日程３及び日程４が本日提出され

ました追加議案の審議で、まず日程３が、

議案第３４号の審議で上程の上、即決でご

ざいます。 

 続いて、日程４が、報告第３号の報告で

報告を受けていただきます。 

 次に、日程５が本日上程が決まりました

意見書案でございまして、一括上程の上、

即決でございます。採決グループごとに並

べ替えて、議会議案第２号は、簡易採決。

議会議案第３号が起立採決と備考欄に記

載いたします。 

 日程６は、常任委員会の所管事項に関す

る事務調査の件でございまして、これにつ

いては、備考欄に簡易採決と記載いたしま

す。 

 なお、この議事日程並びに議会議案につ

きましては、３月２７日の本会議開会まで

に議場配付させていただきます。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 ただいまの事務局の

説明のとおり決定することに異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 異議ないようですの

で、そのように決定します。 

 次に、摂津市議会情報セキュリティ基本

方針（案）についてです。まず、事務局か

ら説明を受けます。 

 香山局次長代理。 

○香山事務局次長代理 本件につきまし

ては、２月１６日の本委員会において、議

会独自の基本方針策定を決定いただきま

した。これを受けまして、事務局にて基本

方針（案）を作成いたしましたので、御説

明させていただきます。 

 お手元の摂津市議会情報セキュリティ

基本方針（案）の対照表を御覧ください。 

 今回、本市議会の基本方針（案）を作成

するに当たり、総務省が示す基本方針（案）

を基に作成しております。このことから、
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本資料では左側に本市議会の基本方針

（案）、右側に総務省のガイドラインで示

されている基本方針（案）を表示し、文言

の変更箇所については下線を引いており

ます。 

 それでは、項目順に主な点について御説

明させていただきます。 

 まず、１、目的といたしまして、本基本

方針は本市議会が実施する情報セキュリ

ティ対策について基本的な事項を定める

こととしております。 

 次に、２、定義といたしまして（１）か

ら（１１）までの項目を定めております。

このうち２ページの総務省が示す（８）マ

イナンバーの規定がございますが、本市議

会ではマイナンバーに係る情報システム

等がないため、本項目は除いて作成してお

ります。 

 次に、４ページを御覧ください。 

 ４、適用範囲の（１）で、本基本方針が

適用される範囲を規定しております。適用

される機関につきましては、議会としてお

り、この議会には議員及び議会事務局の職

員が含まれております。備考欄にも記載し

ておりますが、議会事務局の職員は市の基

本方針の適用を受けております。このこと

から、本市議会の基本方針が策定された際

は、異なる二つの基本方針の適用を受ける

こととなるため、ただし書で規定していま

すとおり、市長の権限に属する事務を行う

場合は摂津市情報セキュリティポリシー

の適用を受けることとし、それ以外の議長

の権限に属する事務を行う場合は、本市議

会のセキュリティポリシーの適用を受け

ることとしております。 

 次に、５ページを御覧ください。 

 ６、情報セキュリティ対策の（１）組織

体制で、「情報セキュリティ対策を推進す

る組織を議会運営委員会とする」としてお

ります。これにつきましては、議会という

小さな組織体制となるため、議会運営委員

会において対策を推進することとするた

めに規定しておるものでございます。 

 次に、７ページを御覧ください。 

 ６の（７）運用で、総務省はセキュリテ

ィ侵害が発生した場合に備え、緊急時対応

計画の策定を示しております。これにつき

まして、総務省に確認したところ、必ずこ

の計画を策定する必要はなく、それぞれの

機関でできることを検討いただきたいと

のことから、本市議会では、体制を整える

といたしまして、令和８年度に緊急時にお

ける体制のフロー図等を策定する予定と

しております。 

 次に、８ページを御覧ください。 

 （９）評価・見直しを規定しており、総

務省は「定期的又は必要に応じて」見直す

ことを示しておりますが、本市議会では執

行部と比べて保有する情報資産が少ない

ことから、定期的な見直しまではせず、必

要に応じて見直すこととしております。 

 次に、９ページを御覧ください。 

 ７、情報セキュリティ監査及び自己点検

の実施を規定しておりますが、先ほど６の

（１）で対策を推進する組織を議会運営委

員会といたしましたことから、監査及び自

己点検が必要な場合につきましては、議会

運営委員が実施することとしております。 

 最後に、９ページから１０ページにかけ

て、総務省が示している、９、情報セキュ

リティ対策基準の策定、１０、情報セキュ

リティ実施手順の策定につきましては、令

和８年度に策定に向けた協議を予定して

おります。つきましては、現時点において

未策定となるため、この項目は規定してお

りません。 
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 なお、対策基準及び実施手順を策定いた

しましたら、改めて本基本方針にその旨を

規定する予定としております。 

 以上、説明とさせていただきます。 

○村上英明委員長 説明が終わりました。

これについて、御意見等ございますでしょ

うか。 

 安藤委員。 

○安藤薫委員 前回も御説明をいただい

ておりまして、おおむね理解をしておるん

ですけども、令和７年度中に市の執行部で

も、摂津市全体の情報セキュリティ基本方

針、対策基準及び実施基準について何度か

検討されています。議会の基準やフロー図

の作成も執行部と協議をしながらという

ことでありますが、これは対策基準、実施

基準及びフロー図は執行部と同じもの、同

じ基準にするのか、分けてやるのか。執行

部があえて基本方針を議会と分けてやっ

ていることから考えて、今後どういうふう

になっていくのか、現段階で分かる範囲で

お話しいただけたらと思います。 

○村上英明委員長 香山局次長代理。 

○香山事務局次長代理 ただいまの御質

問にお答えさせていただきます。 

 令和８年度に対策基準、実施手順、フロ

ー図の三つをどうしていくかにつきまし

ては、全国市議会議長会から通知が示され

ております。内容は対策基準と実施手順の

二点につきましては、市と共同で策定する

こともできると示されております。議会運

営委員会での協議次第になりますが、市と

共同で策定することで、もし御決定いただ

くようでありましたら、この二点について

は、市と連名で策定していくと考えており

ます。 

 次に、フロー図についてですが、市とは

別組織になりますので、議会単独でフロー

図を策定してまいりたいと考えておりま

すので、この三点でそれぞれ違いがあると

御認識いただければと思います。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 ありがとうございます。 

 非常に専門的な中身のため、私も具体的

なことが想定できないのが現状ではあり

ます。情報セキュリティの非常に重要な分

野でもありますので、実施手順とか対策基

準等につきまして、執行部等と協議しなが

ら進めていくという過程で、職員と議員と

では、立場も違いますし、議会と一括りに

は括れず、議員それぞれの政治活動や議会

活動もありますので、それに見合った点で

いうと、分けてやらなければいけないこと

もあるかもしれません。その協議の状況、

問題点等については、慎重に、議会運営委

員会に諮っていただきながら進めていた

だきたいと申し上げておきます。 

 以上です。 

○村上英明委員長 ほかございますでし

ょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 それでは、摂津市議会

情報セキュリティ基本方針につきまして、

本内容で策定することに御異議ございま

せんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 では、御異議ないよう

ですので、そのように決定をさせていただ

きます。 

 以上で、本委員会を閉会します。 

（午前１０時４４分 閉会） 
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